令和○年○月○日
○○（知事、市町村長）
　○　○　○　○　　様
　　　　　　　株式会社〇○○○○○〇　
代表取締役　○○　○○　
　　　　　　　　　　　　　
　最低賃金上昇等に伴う契約金額変更のお願い

時下、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、貴施設の清掃・設備運転監視・警備業務の契約の継続をいただいき、深く感謝申し上げます。
ご承知の通り、弊社がご契約いただいている業務について、必要な技術と技能を習得させた作業員を配置し、施設の衛生的で快適な環境と安全を提供させていただいており、作業の大半が人手による労働集約型の産業です。
　上昇する賃金とそれに伴い負担も増す社会保険料などの労務費が契約額に適切に転嫁されなければ、雇用の維持が困難となり倒産も懸念される状況が目前に迫って来ております。
そのような状況下にあって、国では「物価上昇を乗り越える構造的な賃上げ」を実現するため、労務費の適切な転嫁を通じた取引環境を整備することを強力に推進することとし、令和５年11月に内閣官房及び公正取引委員会より「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針～取引適正化・価格転嫁促進に向けて～」（以下「労務費指針」という。）が公表されました。
[bookmark: _Hlk206151893]さらに、この指針の公表に伴い「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「品確法」という。）が令和６年６月に改正され、令和７年２月には「発注関係事務の運用に関する指針」（以下「運用指針」という。）が改定され、令和７年６月には2025年度版「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画2025年改訂版」（以下「改訂実行計画」という。）と「経済財政運営と改革の基本方針」（以下「骨太の方針」という。）が公表されました。これらには、厚生労働省発出の「ビルメンテナンス業務に係る発注事務関係の運用に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が明確に位置付けられ、このたび、ガイドラインも大幅に改正されました。
この改正では、公共調達としてビルメンテナンス業務を発注する者の責任として、適切な業務履行を可能とするため、労務費の上昇を見込んだ予算の確保とコストの増加に伴う価格転嫁について適切な対応を行うこととされております。
また、令和８年１月１日より施行される「下請代金支払遅延等防止法」から改正された「製造委託等に係る中小受託業者に対する代金の支払いの遅延等の防止に関する法律（略称：中小受託適正化法）」では、価格据え置き取引への対応として、協議を適切に行わない代金額の決定は禁止されることになります。
以上のことから、私たちの苦しい状況にもご理解を賜り、現契約のうち10月以降について、最低賃金改定率相当のアップをお願いするものであります。
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